
特記事項 

 
１ 提案事項 

受託者は、公募型プロポーザル「横浜市立中学校給食調理・配送等業務委託事業【Ｂ区分】」

の企画提案書に示した提案事項について、誠実に実施すること。提案事項を変更する場合は、事前

に委託者の承認を得ること。 

 
２ 委託料の変更 

変動経費である調理委託費及び配送及び配膳業務費、並びにアレルギー代替食配送業務費につ

いては、本市と受託者は、「特記仕様書［委託料（変動経費）の変更について］」に基づき、委

託費の変更を行うものとする。 

なお、履行期間中の生徒数等の減少に伴う食数変動や学級数の見直しが生じたことを理由とす

る変動経費（１食当たりの単価及び１校当たりの単価）の変更は行わない。 

また、前述以外の要因により、本市と受託者が協議し決定した配送校数の変更が生じた場合も

単価の変更は行わない。 

いずれの場合も、毎年度の予算の範囲内で委託料を支払う。 

 
３ モニタリング 

委託者は、「モニタリングについて」により、受託者が実施する本業務が委託契約に基づくもので

あり、かつ、要求水準書及び仕様書（案）に適合し、本業務が適切に実施されていることを確認する

ためのモニタリングを行う。受託者はモニタリング方法を定めたモニタリング計画書を提出し、委託

者の承認を得ることとし、また、モニタリングの実施結果を毎月、委託者に報告すること。なお、モ

ニタリングの結果、業務の不履行又は不完全履行（要求水準の未達）があると認められた場合、受託

者に対し改善指導を行う。改善がなされていない場合などは、規定に基づき委託料を減額する場合も

ある。 

 

４ 委託者の催告による解除権 

  委託契約約款 第36条第１項の規定により、委託者が契約を解除した場合においては、受託者は、

契約代金額のうち、各年度の支払い予定額のうち、最も高い額（最高支払額）の10分の１に相当する

額に違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

５ 委託者の損害賠償請求等 

  委託者の損害賠償請求等については、委託契約約款 第44条の規定のとおりであるが、第44条の第

３項にある契約代金額の10分の１に相当する額を、各年度の支払い予定額のうち、最も高い額（最高

支払額）の10分の１に相当する額に読み替える。 

  また、本契約によるモニタリングによる減額及び契約解除等について、「モニタリングについて」

で定める通りとする。 
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